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ARIB ニュース 11 月 5 日（火）号でお知らせしましたように、南米最大の放送局ブラジル TV グ

ローボのフェルナンド・ビッテンコート技師長は、2013 年秋の外国人叙勲において「旭日中綬章」

を受章されました。同勲章の伝達式が、11 月 14 日（木）、総務省において行われました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当会デジタル放送普及活動作業班（DiBEG）では、叙勲伝達式に続き、同技師長の受章祝賀会を

ホテルニュー・オータニにおいて開催しました。同祝賀会には、ブラジルでの ISDB-T 方式の採用

前から ISDB-T の国際普及活動に携わってこられた関係者を始め、これまで同活動に携わられた総

務省、NHK、メーカーの関係者等 100 人近くが参加し、盛大に開催されました。 
最初に総務大臣室での勲章伝達式の模様をビデオで上映した後、総務省大臣官房総括審議官の武

井様からご来賓の方々を代表してご祝辞をいただきました。続いて、11 月 7 日に就任されたばかり

のラーゴ在日本ブラジル大使からお祝いの言葉と乾杯のご発声をいただきました。その後、ビッテ

ンコート技師長と活動の初期からブラジルでの ISDB-T 方式採用時及び採用後と長期にわたって普

及活動に共同して取り組んでこられた元 NHK 技研所長の山田様から、当時の取り組みや思い出に

ついてご紹介をいただきました。 
また、2000 年頃に総務省の放送行政担当の参事官として日本の地デジ方式の国際展開に取り組ま

れた元総務省情報通信政策局長の竹田様、当時デジタル放送技術国際共同研究連絡会（DiBEG）の

初代幹事会議長として普及活動を推進された杉本様、1990 年代郵政省のデジタル放送システム委員

会の委員長で、海外普及活動の重要性を高く評価され、同活動を推進していただいた早稲田大学名

誉教授の安田先生、ブラジル テレビ・電気通信技術者協会（SET）会長のオリンピオ・フランコ

様からご挨拶をいただいた後、受章者のビッテンコート技師長からお礼のご挨拶がありました。 
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終宴に近づいた頃、DiBEG を代表して議長の渡邊様からクリスタル盾の記念品贈呈が行われ、

最後に当会松井専務理事の中締めにより閉会となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 月 15 日（金）、幕張メッセでの放送機器展 Inter BEE の最終日に特別セッションが設けられ、

SET 会長のフランコ様から「SET の現状と産業の未来ビジョン」と題して、ビッテンコート技師

長から「ブラジルのデジタル TV：その過去、現在、未来」と題してご講演をいただき、約 100 人

の参加者が熱心に聴講しました。 
ビッテンコート技師長のご講演では、ブラジルのデジタル TV 放送導入の経緯についてご紹介の

後、なぜ ISDB-T 方式を標準として採用したかなどについてご説明がありました。また、TV 放送

と LTE 方式携帯電話との干渉問題など、ブラジルや南米各国の放送局が現在抱えている課題につ

いて触れられるとともに、ブラジルにおける４K、8K へのこれからの取り組み方針や構想などにつ

いても述べられました。 
 

 
 
 

 
11 月 28 日     ：ISDB-T スリランカセミナー 
12 月 2 日～3 日  ：ITU-R SG5（スイス） 
12 月 2 日～6 日  ：3GPP2 TSGs（米国） 
12 月 3 日～11 日  ：3GPP TSG#62（韓国） 
12 月 9 日～13 日  ：oneM2M TP#8（宮崎） 
12 月 11 日～19 日 ：APT 研修「次世代移動通信システム実現に向けた取組」（東京） 

 
 
 

11 月 27 日（水）：第 210 回技術委員会（放送分野） 
11 月 28 日（木）：第 115 回電波利用懇話会 

「次世代放送サービス実現に向けた取組みと今後の展望について」 
11 月 29 日（金）：電波産業年鑑発行 
 

今週の ARIB 内会議等スケジュール（11 月 25 日～11 月 29 日） 

渡邊 DiBEG議長からクリスタル盾の贈呈 

今後の国際関連スケジュール（11 月 25 日～12 月 27 日） 

Inter BEEでご講演されるビッテンコート技師長 
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総務省は、1.2GHz 帯及び 2.3GHz 帯を使用する放送事業用無線局の高度化のための技術的条件並び

に 120GHz 帯を使用する放送事業用無線局の技術的条件について平成 25 年 7 月 24 日（水）に情報通

信審議会から一部答申されたことを受け、制度整備案を作成しました。つきましては、当該制度整備

案に対し、平成 25 年 11 月 6 日（水）から同年 12 月 5 日（木）までの間、意見募集を行います。 
 

1 概要 
1.2GHz 帯及び 2.3GHz 帯を使用する放送事業用無線局の高度化のための技術的条件並びに

120GHz 帯を使用する放送事業用無線局の技術的条件について、平成 25 年 7 月 24 日付けで情報通信

審議会から一部答申されたことを踏まえ、総務省は、1.2GHz 帯、2.3GHz 帯及び 120GHz 帯を使用

する放送事業用無線局についての制度整備案を作成しましたので、当該制度整備案に対し意見募集を

行います。 
 

2 制度整備案の概要  
制度整備案の概要は、別紙 1 のとおりです。 

 

3 意見公募要領 
(1) 意見募集対象 
・ 省令 
 無線設備規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号）の一部を改正する省令案(別添 1)  

・ 告示 
 周波数割当計画（平成 24 年総務省告示第 471 号）の一部を変更する告示案(別添 2) 

(2) 意見募集期限 
 平成 25 年 12 月 5 日（木）17 時必着。詳細については、別紙 2 の意見公募要領のとおりです。 
 なお、制度整備案等については、下記連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホー

ムページ（http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口［e-Gov］
（http://www.e-gov.go.jp）の「パブリックコメント」欄に掲載します。 
 

4 今後の予定  
提出された御意見、電波監理審議会への諮問・答申等を踏まえ、制度整備を行う予定です。 
また、本件に係る電波法関係審査基準（平成 13 年 1 月 6 日総務省訓令第 67 号）については、

別途改正する予定です。 
 

連絡先  
【周波数割当計画の変更案以外について】 
 情報流通行政局放送技術課  担当：向井課長補佐、廣江係長 
 電話：03－5253－5786   FAX：03－5253－5788  
 メール：broadcast_tech_voice_atmark_ml.soumu.go.jp  
 （スパムメール防止のため、「_atmark_」を「＠」に直して入力してください。） 
【周波数割当計画の変更案について】 
 総合通信基盤局電波部電波政策課  担当：星野周波数調整官、渡辺第二計画係長 
 電話：03－5253－5875   FAX：03－5253－5940 
 メール：freq-allocation_atmark_ml.soumu.go.jp  
 （スパムメール防止のため、「_atmark_」を「＠」に直して入力してください。） 

無線設備規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集 
【平成 25 年 11 月 5 日の総務省報道資料から】 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000257817.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000257815.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000257816.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000257818.pdf
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu08_02000087.html
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総務省は、「地域 BWA のシステム多様化のための関係規定の整備に係る意見募集の結果及び電

波監理審議会からの答申」（平成 25 年 9 月 11 日）を踏まえ、地域 BWA の多様化のための関係規

定の整備を行うこととしています。 
制度の導入に先立ち、地域 BWA を利用する計画を有する者を対象とした利用意向の調査を平成

25 年 11 月 20 日(水)から 12 月 6 日(金)までの間、実施します。 
 

1 背景・目的 
総務省は、「地域 BWA のシステム多様化のための関係規定の整備に係る意見募集の結果及び電

波監理審議会からの答申」（平成 25 年 9 月 11 日）を踏まえ、多様な地域 BWA のシステムの導入

を可能とする関係規定の整備を行うこととしております。 
本調査は、制度の導入に先立ち、地域 BWA の周波数帯の利用意向を把握することを目的として、

実施するものです。 
 

2 本調査について 
本調査は地域 BWA の周波数帯の利用意向を把握するための調査です。 
なお、本調査への回答はあくまで任意であり、本調査への回答により当該周波数帯の利用が認め

られるものでもありません。 
 

3 調査の実施方法 
2.5GHz 帯（2575MHz から 2595MHz までの周波数）を使用して地域 BWA を利用する計画す

る者は、別紙 1 の調査項目について、別紙 2 の方法により提出してください。 
 

4 提出期限  
平成 25 年 12 月 6 日（金）12 時まで 
 

5 今後の予定 
総務省は、本調査の結果を取りまとめの上、公表するとともに、今後の免許事務の運用の参考と

させていただく予定です。 

 

連絡先 
総合通信基盤局 電波部 移動通信課  担当：工藤補佐、大越主査 
電話：03-5253-5895 FAX：03-5253-5946 電子メール：2.5ghz×ml.soumu.go.jp 
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「×」を「@」に置き換えて

ください。 
 

 

地域 BWA のシステム多様化のための調査の実施 
【平成 25 年 11 月 20 日の総務省報道資料から】 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000260304.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000260305.pdf
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000172.html

